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磐田市立総合病院　第二次中期計画（平成２８年～平成３２年）

平成 28 年 4 月 1 日

平成 28 年度 ～ 平成 32 年度

一般 療養 精神 結核 感染症 計

498 2 500

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計※

71 427 498

科目名

①

②

③

④
26年度（実績） 27年度（実績） 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

紹介率（％） 64.7 67.9 68.0 69.5 70.0 70.5 71.0

逆紹介率（％） 72.4 78.7 79.5 80.0 80.5 81.0 81.5

救急搬送患者数（件） 4,917 4,838 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

救急患者入院比率（％） 34.5 36.8 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

2)その他 26年度（実績） 27年度（実績） 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

市民公開講座（回／年） 2 2 2 2 2 2 2

出前健康講座（回／年） 39 50 50 50 50 50 50

⑤

磐田市

所 在 地

磐田市立総合病院 現在の経営形態 公営企業法全部適用

診療科目

※一般・療養病床の合計数
と一致すること

内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内
科、リウマチ科、精神科、小児科、小児外科、外科、消化器外科、血管外科、呼吸器外科、整形外
科、形成外科、脳神経外科、乳腺外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、放射線
診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、緩和医療科、臨床検査科
（計３３科目）

病 床 数

（
１

）
地
域
医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
役
割
の
明
確
化

地域医療構想の推進により、医療圏の医療施設の機能分化や連携が進み、かかりつけ医からの紹介による専門診
療科の受診や入院患者の早期転院や退院などにより、地域での診療体制が変化していくことになります。診療体制
や医療機能などの変化について、広報誌や各講座等による広報活動を充実させ、住民の皆様のご理解をいただけ
るよう努めていきます。

引き続き、中東遠二次保健医療圏における高度急性期・急性期医療の担い手としての役割を発揮するとともに、公
立病院の役割である政策医療の提供に努めていきます。

1)医療機能・医療品質に係るもの

住民の理解のための取組

地域医療構想を踏まえた当
該病院の果たすべき役割
（対象期間末における具体
的な将来像）

一般・療養病
床の病床機

能

一般・療養病
床の病床機

能

医療機能等指標に係る数値目標

当院は地域包括ケアシステムの一員として、高度急性期・急性期医療を担い、在宅医療等の急性増悪などの緊急
時における後方病床の確保や医療機関や介護施設等との連携を強化し、医療の質の向上に寄与します。また、地
域の医療・健康を守るために、優れた専門医療技術、知識を有する医師を大学と協力しながら育成していきます。
同時に地域住民の健康寿命の延伸や地域医療機関のレベルアップに向け、教育という面から地域の医療に貢献し
ていきます。

一般会計負担の考え方
（繰出基準の概要）
一般会計負担の考え方
（繰出基準の概要）

地域包括ケアシステムの構
築に向けて果たすべき役割

平成37年（2025年）における
当該病院の具体的な将来
像

新公立病院改革プランの概要

病
院
の
現
状

対　　象　　期　　間

策　　　　定　　　　日

プ　ラ　ン　の　名　称

病 院 名

静岡県磐田市大久保５１２－３静岡県磐田市大久保５１２－３

施設コード

団体コード

総務省が定める繰り出し基準の中で、市の財政状況と当院の経営状況を勘案して、市の財政当局と協議しながら
適正な繰り入れを行っていきます。救急医療、高度医療、小児・周産期医療等、政策的に推進するものは、状況に
応じて重点的に協議します。

当院は、中東遠二次保健医療圏を中心とした静岡県西部地域における中核病院として、医師、看護師、薬剤師、そ
の他医療技術者の確保と、地域の医療ニーズに対応していくために必要な医療機器や設備の充実を図りながら、
病診連携、病病連携を推進してきました。
今後も、中東遠二次保健医療圏の中核病院として以下の内容を果たすべき役割と考えます。
①高度急性期・急性期医療の提供
②公立病院として政策医療の提供
③『地域周産期母子医療センター』、『救命救急センター』、『地域がん診療連携拠点病院』、『地域医療支援病院』な
ど各種センター機能の維持･強化
④地域医療機関との連携強化
⑤地域全体の医療の質向上を図るための教育支援、医療情報の発信

団　　　　体　　　　名

病床種別



①

1)収支改善に係るもの 26年度（実績） 27年度（実績） 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

経常収支比率（％） 96.6 97.9 98.0 98.1 99.6 98.9 100.0

医業収支比率（％） 97.3 98.4 98.9 99.5 101.3 100.7 102.0

26年度（実績） 27年度（実績） 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

給与費の対医業収益比率（％） 55.5 55.5 56.8 56.5 56.0 56.0 55.3

材料費の対医業収益比率（％） 20.3 20.6 19.2 19.3 19.3 19.3 19.3

経費の対医業収益比率（％） 18.5 17.5 17.5 17.3 17.2 17.1 17.0

26年度（実績） 27年度（実績） 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

１日当たり入院患者数（人） 451 452 451 452 453 454 455

１日当たり外来患者数（人） 1,186 1,209 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

病床利用率（％） 90.1 90.4 90.2 90.4 90.6 90.8 91.0

平均在院日数（日） 13.7 13.4 13.0 12.8 12.5 12.3 12.0

新入院患者数（人） 11,172 11,496 11,760 12,000 12,240 12,480 12,780

入院診療単価（円） 56,152 58,531 62,000 63,000 64,000 64,500 66,000

外来診療単価（円） 12,993 13,606 14,670 15,000 15,500 15,500 16,000

26年度（実績） 27年度（実績） 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

医師数（人） 114 113 115 115 115 115 115

専修医・研修医数（人） 34 34 32 35 35 35 35

②

民間的経営
手法の導入

事業規模・事
業形態の見
直し

経費削減・抑
制対策

収入増加・確
保対策

その他

④

①外来については、機能分化や連携が進むことでかかりつけ医からの紹介受診が増えることが見込まれます。これ
により専門的かつ高度な医療を必要とする患者が増え、外来診療単価が増加するものと考えます。
②入院については、高齢化にともない入院患者数の増加が考えられ、更なる機能分化や連携の推進が必要不可欠
であり、平均在院日数も短縮すると考えます。これにともない入院診療単価の増加も見込んでいます。
③各組織の人員体制のコントロールによる給与費率の適正化や委託内容の見直しによる委託料などの経費削減に
努めていきます。

上記数値目標設定の考え方

経営指標に係る数値目標（
２

）
経
営
の
効
率
化

新改革プラン対象期間中の
各年度の収支計画等

別紙１記載

4)経営の安定性に係るもの

2)経費削減に係るもの

3)収入確保に係るもの

平成32年度の黒字化を目標とします。

目標達成に向けた具体的な
取組（どのような取組をどの
時期に行うかについて、特
に留意すべき事項も踏まえ
記入）

①2年に1度の診療報酬改定へ的確に対応し、新規の施設基準の取得や適切な請求に努めます。
②入院予定患者の情報を入院前に把握し、社会的リスク等への課題に対し早期に着手する仕組みを
導入し、患者が安心して治療・療養できるように努めるとともに、入院期間の短縮など効率的な病床
運営を目指します。
③原価管理の仕組みを構築することにより、部署別または部門別の収支実態を見える化し、職員の
コスト意識を高め経営改善を推進します。
④未収金の発生防止と早期回収の対策強化に努めます。

①医療安全の確保、医療の質や患者サービスの向上等に十分配慮したうえで、業務効率化や業務
量の適正化を図り、人件費率の抑制に努めます。
②費用戦略会議や各種委員会を活用し、業務の改善による委託内容の変更や業者との価格交渉に
より経費の削減に努めます。
③ファシリティ・マネジメントの仕組みを導入し、一部老朽化等が見られる病院本体の建物の管理・維
持を適切に行うことで、患者サービスの向上や建物設備の維持に係る費用の抑制に努めます。

経常収支比率に係る目標
設定の考え方（対象期間中に
経常黒字化が難しい場合の理
由及び黒字化を目指す時期、
その他目標設定の特例を採用
した理由）

①広報体制を強化し、最新の治療や手技、代表的な疾患の実績、また当院の医療サービス内容な
ど、患者・家族、地域の医療機関が知りたい情報を積極的に公開し、増患を目指します。
②時代の変化や地域のニーズに合わせ、新たな臓器別ドックメニューを提供することで、検査や治療
の対象となる患者の早期発見に努め、当院にて治療が必要な患者を積極的に受け入れます。

地方公営企業法の全部適用による経営を継続します。

 公立病院や民間病院、また民間企業等で実践されている経営管理手法の導入に向け、外部の専門
的な知識を有する企業等のノウハウを活用します。

③



＜時　期＞

＜時 期＞
平成20年度
に見直し済
み

※
点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合その
概要）

公表の方法 病院ホームページにて公表する。

計画の進捗や達成状況等については、定期的に中期計画推進委員会において検証を行うとともに、年1回以上、磐
田市立総合病院中期計画協議会において点検・評価を行います。

経営形態見直し計画の概要 ＜内　容＞

（５）（都道府県以外記載）新改革プ
ラン策定に関する都道府県からの
助言や再編・ネットワーク化計画策
定への都道府県の参画の状況

点検・評価の時期(毎年○月頃
等）

本計画の策定にあたり設置した中期計画協議会において、管轄する静岡県西部保健所長にも委員を務めていただ
き、地域医療構想を踏まえた当院の役割等について意見や助言をいただいきました。

その他特記事項

①公立森町病院との「医療連携及び協力に関する協定」に基づき、医療面での連携、学術交流や職
員研修などによる協力体制の更なる推進に努めます。
②全国的に見ても先進的な取り組みである家庭医の養成について、森町や菊川市、御前崎市と連携
し、教育支援施設として内科・小児科領域の研修を継続していきます。また、家庭医療センターの診
療の支援も行ってまいります。
③浜松医科大学の支援・協力を得て、中東遠二次保健医療圏内の市立御前崎総合病院や菊川市立
総合病院への医師の派遣を引き続き行っていきます。

（注）
１詳細は別紙添付可
２具体的な計画が未定の場合
は、①検討・協議の方向性、②
検討・協議体制、③検討・協議
のスケジュール、結論を取りま
とめる時期を明記すること。

＜内　容＞

（
４

）
経
営
形
態
の
見
直
し

経営形態の現況
（該当箇所に を記入）

毎年７月頃

当該公立病院の状況（
３

）
再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
当該病院に係る再編・ネット
ワーク化計画の概要

二次医療又は構想区域内の病
院等配置の現況

中東遠二次保健医療圏には「磐田市立総合病院」「中東遠総合医療センター」「公立森町病院」「御前崎総合病院」
「菊川市立総合病院」の公立５病院を含め20病院あり、その中で一般病床または療養病床を有する病院が15病院
あります。平成27年4月現在の使用許可病床数は、一般病床が1,826床、療養病床が1,359床となっています。
在宅医療等の状況としては、在宅療養支援病院は3病院、在宅療養支援診療所は31診療所（平成27年4月）、訪問
看護ステーションは20箇所（平成27年10月）、在宅療養支援歯科診療所は14診療所（平成28年2月）あります。

経営形態の見直し（検討）の方向性
（該当箇所に を記入、検討中の
場合は複数可）

（注）
１詳細は別紙添付可
２具体的な計画が未定の場合
は、①検討・協議の方向性、②
検討・協議体制、③検討・協議
のスケジュール、結論を取りま
とめる時期を明記すること。

平成20年4月に「地方公営企業法の全部適用」を実施し、病院事業管理者に権限が委譲され、これま
で以上に医療サービスの向上と経営改善に取り組んできました。当面は、現在の経営形態による病
院運営を継続しますが、独立行政法人などの他の経営形態に関しては情報収集に努めていきます。

施設の新設・建替等を行う予定がある

病床利用率が特に低水準（過去３年間連続して70％未満）

地域医療構想等を踏まえ医療機能の見直しを検討する必要がある

公営企業法財務適用 公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度 民間譲渡

診療所化 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行



(別紙１） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 13,434 13,796 14,482 15,266 15,633 15,968 16,085 16,474

(1) 12,667 12,991 13,681 14,483 14,785 15,120 15,236 15,625

(2) 767 805 801 783 848 848 849 849

145 143 146 145 148 148 148 148

２. 665 737 749 698 709 669 639 622

(1) 460 454 441 419 420 404 388 371

(2) 74 53 51 44 44 44 44 44

(3) 78 78 77 77 53 40 39

(4) 131 152 179 158 168 168 167 168

(A) 14,099 14,533 15,231 15,964 16,342 16,637 16,724 17,096

１. ｂ 14,127 14,180 14,723 15,438 15,715 15,769 15,969 16,151

(1) ｃ 7,103 7,650 8,033 8,664 8,831 8,940 9,008 9,107

(2) 2,768 2,799 2,984 2,930 3,017 3,082 3,104 3,180

(3) 2,704 2,553 2,541 2,674 2,704 2,746 2,750 2,800

(4) 1,477 1,106 1,089 1,083 1,077 896 1,001 978

(5) 75 72 76 87 86 105 106 86

２. 721 863 840 853 948 937 941 937

(1) 374 359 334 311 287 262 239 214

(2) 347 504 506 542 661 675 702 723

(B) 14,848 15,043 15,563 16,291 16,663 16,706 16,910 17,088

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 749 ▲ 510 ▲ 332 ▲ 327 ▲ 321 ▲ 69 ▲ 186 8

１. (D) 24 12 13 12 12 12 12 12

２. (E) 130 588 88 120 120 120 120 120

特　別　損　益　(D)－(E) (F) ▲ 106 ▲ 576 ▲ 75 ▲ 108 ▲ 108 ▲ 108 ▲ 108 ▲ 108

▲ 855 ▲ 1,086 ▲ 407 ▲ 435 ▲ 429 ▲ 177 ▲ 294 ▲ 100

(G) 12,654 12,831 13,238 13,673 14,102 14,279 14,573 14,673

(ｱ) 3,568 3,401 3,387 3,565 3,609 3,796 3,882 3,810

(ｲ) 970 3,054 3,081 2,959 3,000 3,048 3,376 3,416

(ｳ)

(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
c
a

(H)
ａ

▲ 347 ▲ 306

▲ 2.5 ▲ 2.1

▲ 2.5 ▲ 2.1

97.3 98.4

55.5 55.5

▲ 306▲ 347

96.6 97.9

▲ 19.3 ▲ 4.0

56.0 55.3

▲ 506 ▲ 394

▲ 3.9 ▲ 4.7

56.5 56.0

▲ 3.1 ▲ 2.4

101.3

▲ 2,598 ▲ 606 ▲ 609 ▲ 748

▲ 19.3 ▲ 4.0

52.9 56.8

95.1 98.9 99.5

▲ 3.9 ▲ 4.7

95.0 98.0 98.1 99.6

▲ 3.1

98.9 100.0

100.7 102.0

▲ 2.4

磐田市立総合病院

▲ 2,598 ▲ 606 ▲ 609 ▲ 748 ▲ 506 ▲ 394

32年度

収

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

30年度

医 業 外 収 益

他会計負担金・補助金

国 ( 県 ) 補 助 金

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

31年度25年度(実績) 28年度 29年度27年度(実績)26年度(実績)

長 期 前 受 金 戻 入

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他

経 常 収 益

支

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不

良

債

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当年度同意等債で未借入
(ｴ)

差引
不 良 債 務

(ｵ)
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率 ×100

医 業 収 支 比 率 ×100

資 金 不 足 比 率 ×100

職員給与費対医業収益比率 ×100

地方財政法施行令第15条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

病 床 利 用 率



団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 550 400 400 500 400 1,550 400 1,100

２. 897 897 898 899 797 810 827 843

３.

４.

５.

６. 7 1 1

７.

(a) 1,454 1,298 1,299 1,399 1,197 2,360 1,227 1,943

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 1,454 1,298 1,299 1,399 1,197 2,360 1,227 1,943

１. 941 763 668 713 648 1,777 560 1,260

２. 1,354 1,404 1,447 1,487 1,313 1,333 1,377 1,690

３.

４.

(B) 2,295 2,167 2,115 2,200 1,961 3,110 1,937 2,950

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 841 869 816 801 764 750 710 1,007

１. 841 869 816 801 764 750 710 1,007

２.

３.

４.

(D) 841 869 816 801 764 750 710 1,007

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

605 597 587 564 568 552 536 519

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

897 897 898 899 797 810 827 843

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

1,502 1,494 1,485 1,463 1,365 1,362 1,363 1,362

（注）
1
2

26年度(実績) 27年度(実績)

26年度(実績) 27年度(実績)

磐田市立総合病院

32年度31年度25年度(実績) 28年度 30年度

(b)
支 出 の 財 源 充 当 額
うち翌年度へ繰り越される

29年度

そ の 他

収 入 計

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

前年度許可債で当年度借入分

支

出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他会計長期借入金返還金

そ の 他

支 出 計

収

入

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F)

又 は 未 発 行 の 額

実 質 財 源 不 足 額

　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう
ものであること。

合　　　計

収 益 的 収 支

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。

(単位：百万円）

31年度 32年度25年度(実績) 28年度 29年度 30年度


